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新宿区立戸塚第二小学校 

校 長   片山 直子 

考える学校（人権教育を基盤に） 

児童・保護者・地域・教職員、戸塚第二小学校にかかわるすべての人が、学校の状況をよりよくする

という意識のもと共に考え、誰とでも仲良くできる子の育成、どの子にも居場所のある学級づくり、「心

の教育」の推進、道徳授業の充実、教育相談の充実、規範意識の醸成を図ります。 
本校では、「学校いじめ防止基本方針（総称）」に基づき、学校サポートチーム等、いじめ防止対策の

ための組織を中心に、いじめの未然防止、早期発見、早期対策を行います。 

◎新宿区立戸塚第二小学校 いじめ防止基本方針 

【いじめ対策のポイント】⇒子どものサインを見逃さない 

●教員一人一人の対応力を充実させる。 

●学校ではチームで対応する（一人で対応しない）⇒校長をトップとした学校サポートチーム 

●ケースに応じて関係機関と連携して対応する。 

（学校問題支援室・区立教育センター・子ども家庭支援センター・児童相談所・警察 等） 

●学校、保護者、地域との連携を推進する。 

●子どもに相談機関の周知徹底を図る。 

【主な基本方針】 

●未然防止 いじめは「どの学校、どの子どもでも起こり得るもの」を前提に、すべての児童に目を配る。 

・人権教育の充実・道徳教育・法教育の充実・体験活動の充実・情報モラル教育の充実・児童による主体

的な活動の支援・保護者、地域との連携の促進 

●早期発見 いじめは「見えにくいもの」であることを認識し、児童の小さな変化に目を向ける。 

・ふれあい月間（６月、１１月、２月）アンケートの実施、個人面談の実施・教育相談体制の充実（区カ

ウンセラー・都カウンセラー）・教育相談機関の周知 

●早期対応 いじめを受けた児童を守ることを最優先し、家庭や地域住民、関係機関等と連携し速やかに

対応する。 

・学校問題支援室との連携・保護者との連携、支援・いじめを受けた児童への心のケア・出席停止の措置・

警察との連携・重大事態への対応  

【いじめなどの相談については】 

本校では、児童や保護者の皆様からの相談を受け付けています。担任はもちろん、スクールカウンセ

ラー、管理職への相談も可能です。スクールカウンセラーに事前に相談の予約を入れる際は副校長まで

ご連絡ください。☎ ０３－３２０５－９５０９ 

 

新宿区立戸塚第二小学校いじめ防止対策について 

■スクールカウンセラーへの相談 

○ 月曜日・水曜日 １０：００～１７：００ 区カウンセラー  

○ 金曜日      ９：００～１７：００ 都カウンセラー  


